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今
定
例
会
は
、
来
年
度
国
保
税
の
引
き
上
げ
な
ど
の
条
例
改
正
、
財
源
組
み
替
え
に
よ
る
日
赤
建
て
替

え
支
援
を
含
む
平
成
25
年
度
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
補
正
予
算
な
ど
16
議
案
を
審
議
し
、
す
べ
て
可
決

し
ま
し
た
。
請
願
審
査
３
件
は
い
ず
れ
も
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
一
般
質
問
に
は
11
人
の
議
員
が
登
壇
し
、
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
町
の
見
解
や
対
応
を
た

だ
し
、
政
策
提
言
を
行
な
い
ま
し
た
。

細川紙 ユネスコ無形文化遺産の登録

小川和紙小川和紙によるによる町 活性化町 活性化

Ｐ
Ｒ
と
販
路
の
拡
大

●
垂
れ
幕
な
ど
、
町
を
挙
げ
て
の
歓
迎
ム
ー
ド

を
盛
り
上
げ
る
べ
き
で
は
。

●「
小
京
都
お
が
わ
」の
観
点
か
ら
も
町
・
協
会
・

販
路
・
第
２
次
産
業
・
芸
術
家
な
ど
専
門
家

も
入
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
つ
く
っ

て
、
総
合
的
に
進
め
て
い
く
べ
き
で
は
。

●
行
政
課
題
と
し
て
細
川
紙
（
ユ
ネ
ス
コ
）
担

当
を
置
く
ぐ
ら
い
の
気
概
で
進
め
て
い
く
べ

き
で
は
。

●
町
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
り
、
関
係
団
体

や
町
民
を
巻
き
込
ん
で
の
イ
ベ
ン
ト
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
マ
ス
コ
ミ
に
働
き
か
け
て
取

り
上
げ
て
も
ら
う
べ
き
で
は
。

●
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
絶
好
の
機
会
で
は
。

●
町
も
住
民
と
共
同
で
商
品
開
発
も
含
め
て
積

極
的
に
か
か
わ
り
、
具
体
化
を
進
め
る
べ
き

で
は
。

技
術
者
の
認
定
や
育
成

●
和
紙
に
か
か
わ
る
各
団
体
の
近
代
化
や
環
境

整
備
に
町
も
積
極
的
に
か
か
わ
る
べ
き
。

●
原
材
料
や
道
具
の
確
保
は
。

●
技
術
者
の
認
定
基
準
の
再
考
を
。

●
育
成
の
た
め
の
財
政
支
援
を
。

　平成 25 年４月、
※

細
ほそ かわ し

川紙（小川町・東秩父村）と

石
せき しゅう

州 半
ばん

紙
し

（島根県浜田市）及び本
ほん

美
み

濃
の

紙
し

（岐阜県美

濃市）それぞれの和紙産地を一括して「和紙：日本

の手漉和紙技術」としてユ
※

ネスコ無形文化遺産の候

補になりました。最終決定（平成 26 年 11 月頃）ま

で 10 ヵ月を切りました。

　11 月５日・６日小川町議会では推進の立場で何が

できるか、３常任委員会合同で積極的な取り組みを

行なっている美濃市に視察・研修に行き、関係者と

意見交換を行ないました。視察後、各議員が提出し

た報告書は、練り上げられて町に提言されます。今

議会では、５人の議員が一般質問で、細川紙を含め

小川和紙による町活性化について取り上げました。美濃市担当課と意見交換美濃市担当課と意見交換

飛躍の年飛躍の年

すたむちゃんの
ひと口メモ

　　　2003 年のユネスコ総会で採択され、2006 年に発効した無形文化遺産の保護に関する条約に基づいて保護されている無

形文化遺産。人々の慣習・描写・表現・知識及び技術並びにそれらに関連する器具・物品・加工品及び文化的空間のこと。建

造物など形がある（不動産）世界遺産に対し、無形文化遺産は形にならない人間が持つ知恵やわざなどが対象になる。

「ユネスコ無形文化遺産」すたむちゃんの
ひと口メモ

　　　小川町や東秩父村で漉かれている強靱（強くてしなやか）な楮
こうぞ

紙
が み

のこと。

紀州高野山麓の細川村で漉かれていた紙で、江戸時代に小川周辺に技術が伝わっ

た。日本の楮のみを使用し、伝統的な道具・製法で漉いた品質を保持した紙。

「細川紙（ほそかわし）」

議
会
か
ら
町
へ

積
極
的
に
提
言


